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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第58期

中間会計期間
第59期

中間会計期間
第58期

会計期間
自 2024年８月１日
至 2025年１月31日

自 2025年８月１日
至 2026年１月31日

自 2024年８月１日
至 2025年７月31日

売上高 (千円) 3,123,264 3,261,888 6,092,106

経常利益 (千円) 120,387 153,512 192,451

中間(当期)純利益 (千円) 69,882 70,822 81,167

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) 681,296 693,059 681,296

発行済株式総数 (株) 2,164,170 2,170,210 2,164,170

純資産額 (千円) 1,594,744 1,669,024 1,606,726

総資産額 (千円) 4,531,655 4,767,766 4,723,422

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 32.37 32.71 37.56

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 15.00

自己資本比率 (％) 35.2 35.0 34.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 243,590 286,512 349,470

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △147,780 △227,998 △451,470

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 19,994 △180,128 214,064

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 1,183,824 1,058,470 1,180,084
 

(注)１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につ

いての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

また、当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 
（1）経営成績の状況

当中間会計期間（2025年８月１日から2026年１月31日まで）におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とし

た雇用・所得環境の改善や設備投資の拡大等により、景気は緩やかな回復の動きが続いております。一方、米国の

通商・外交政策の影響に加え、地政学リスクの高まりや日中関係の悪化、さらには為替・金利の変動など、依然と

して先行きは不透明なまま推移しております。

外食業界におきましては、インバウンド需要の増加が下支えとなり、外食需要は概ね堅調に推移いたしました

が、食材価格の高騰や慢性的な労働力不足の影響を受け、運営コストは軒並み上昇しております。加えて、物価高

騰の長期化や実質賃金の減少等により消費者の節約志向は高まっており、引き続き厳しい経営環境が続いておりま

す。

このような状況の中、当社におきましては、初期投資コストを抑えた新たな出店形態として、2025年10月から居

抜き物件を活用した「名東菜館」（名古屋市名東区）の出店、同月に一般社団法人愛知カンツリー倶楽部からのレ

ストラン業務の運営受託を開始いたしました。

また、変化するライフスタイルに合わせた店舗づくりとして、2025年10月に「浜木綿　岐阜県庁前店」（岐阜県

岐阜市）、同年11月に「浜木綿　国分寺北町店」（東京都国分寺市）をそれぞれ改装してリニューアルオープン

し、新たな集い需要を掘り起こすとともに、集客力の向上を図っております。

一方、退店及び業態変更は実施しておらず、当中間会計期間末現在の店舗数は、「浜木綿」31店舗、「四季亭」

３店舗、「桃李蹊」３店舗、「中国食堂はまゆう」４店舗、「名東菜館」１店舗、「愛知カンツリー倶楽部内レス

トラン（運営業務受託店舗）」１店舗の合計43店舗（すべて直営店）となっております。

また、従業員の働きやすい環境づくりの一環として、８月18日、12月31日、１月６日、７日の４日間を全店一斉

休業日といたしました。今後もやりがいをもって働ける組織の構築を推進してまいります。

以上の結果、当中間会計期間における売上高は3,261百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は152百万円（前年

同期比30.0％増）、経常利益は153百万円（前年同期比27.5％増）となりましたが、中間純利益は、本社ビルおよび

浜木綿山手通本店の建替えに伴う減損損失などの特別損失を計上したことにより70百万円（前年同期比1.3％増）と

なりました。

 
（2）財政状態の状況

当中間会計期間末における総資産額は4,767百万円、負債は3,098百万円、純資産は1,669百万円であり、自己資本

比率は35.0％となりました。

 
（流動資産）

流動資産につきましては前事業年度末に比べ90百万円減少し、1,713百万円となりました。これは主に現金及び預

金が125百万円減少したことによるものであります。

 
（固定資産）

固定資産につきましては前事業年度末に比べ135百万円増加し、3,054百万円となりました。これは主に建物が72

百万円、工具、器具及び備品が31百万円増加したことによるものであります。
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（流動負債）

流動負債につきましては前事業年度末に比べ97百万円増加し、1,157百万円となりました。これは主に買掛金が36

百万円、未払法人税等が24百万円増加したことによるものであります。

 
（固定負債）

固定負債につきましては前事業年度末に比べ115百万円減少し、1,941百万円となりました。これは主に長期借入

金が117百万円減少したことによるものであります。

 
（純資産）

純資産につきましては前事業年度末に比べ62百万円増加し、1,669百万円となりました。これは主に利益剰余金が

38百万円増加したことによるものであります。

 
（3）キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は前事業年度末に比べ121百万

円減少し、1,058百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果増加した資金は286百万円（前年同期は243百万円の増加）となりました。これは主に税引前中

間純利益107百万円、減価償却費109百万円を計上したことによるものであります。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は227百万円（前年同期は147百万円の減少）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出219百万円により減少したものであります。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は180百万円（前年同期は19百万円の増加）となりました。これは主に長期借入金

の返済による支出123百万円、配当金の支払額32百万円により減少したものであります。

 
（4）経営方針・経営戦略等

当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。

 
（5）事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
（6）研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【重要な契約等】

当中間会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,536,000

計 5,536,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(2026年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年３月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,170,210 2,170,210

東京証券取引所
スタンダード市場

 
名古屋証券取引所
メイン市場

完全議決権株式であり、権利内容
として何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であり
ます。

計 2,170,210 2,170,210 ― ―
 

（注）中間会計期間末現在発行数のうち、25,810株は譲渡制限付株式報酬として普通株式を発行した際の現物出資（金

銭報酬債権76,257千円）によるものであります。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年 12月９日
（注）

6,040 2,170,210 11,762 693,059 11,762 615,409
 

（注）譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。

　　　発行価格　　　　3,895円

　　　資本組入額　　　1,947.50円

　　　割当先　　　　　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）６名

 
(5) 【大株主の状況】

  2026年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社ＡＭｃｏｓｍｏｓ 名古屋市天白区向が丘４丁目149 420,000 19.36

三菱ＵＦＪｅスマート証券株式
会社

東京都千代田区霞が関３丁目２番５号
霞が関ビルディング24階

212,900 9.81

サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿４丁目20-１ 80,000 3.68

浜木綿従業員持株会
名古屋市昭和区山手通３丁目13番地の１
（株）浜木綿内

71,384 3.29

武藤　まなみ 名古屋市天白区 60,000 2.76

林　あづみ 名古屋市天白区 60,000 2.76

株式会社昭和 名古屋市熱田区明野町２-３ 48,000 2.21

株式会社マルト水谷 愛知県春日井市松河戸町字段下1400番地 48,000 2.21

林　禮子 名古屋市天白区 43,200 1.99

内藤　蔵之 愛知県愛知郡東郷町 20,100 0.92

計 ― 1,063,584 49.03
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2026年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式）
 ― ―

普通株式 1,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,167,200 21,672

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。
なお、１単元の株式数は100株であ
ります。

単元未満株式 普通株式 2,010 ― ―

発行済株式総数 2,170,210 ― ―

総株主の議決権 ― 21,672 ―
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

2026年１月31日現在

所有者の氏名
　又は名称

所有者の住所
 自己名義
 所有株式数
 （株）

 他人名義
 所有株式数
 （株）

 所有株式数
 の合計
 （株）

 発行済株式
 総数に対する
 所有株式数
　の割合（％）

（自己保有株式）
株式会社浜木綿

名古屋市昭和区山手通
三丁目13番地の１

1,000 － 1,000 0.04

計 ― 1,000 － 1,000 0.04

 

 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年８月１日から2026年１月31日ま

で)に係る中間財務諸表について、監査法人東海会計社による期中レビューを受けております。

 

３  中間連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年７月31日)
当中間会計期間
(2026年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,341,765 1,216,031

  預け金 8,319 12,438

  売掛金 5,470 40,073

  商品及び製品 88,079 83,790

  仕掛品 91 785

  原材料及び貯蔵品 57,808 65,754

  前払費用 105,973 84,169

  未収入金 188,202 201,651

  その他 8,436 8,482

  流動資産合計 1,804,147 1,713,177

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,123,294 1,195,770

   構築物（純額） 124,577 120,724

   機械及び装置（純額） 32,692 29,764

   車両運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品（純額） 82,065 113,433

   土地 767,866 767,866

   リース資産（純額） 100,067 115,283

   建設仮勘定 21,186 －

   有形固定資産合計 2,251,750 2,342,842

  無形固定資産   

   ソフトウエア 10,300 9,721

   リース資産 28,766 25,034

   その他 3,407 3,254

   無形固定資産合計 42,475 38,011

  投資その他の資産   

   投資有価証券 9,815 10,394

   長期貸付金 22,694 21,383

   長期前払費用 87,710 102,901

   差入保証金 256,704 256,779

   繰延税金資産 209,690 232,501

   その他 38,432 49,773

   投資その他の資産合計 625,049 673,734

  固定資産合計 2,919,274 3,054,588

 資産合計 4,723,422 4,767,766
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年７月31日)
当中間会計期間
(2026年１月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 178,379 214,705

  1年内返済予定の長期借入金 246,752 240,463

  リース債務 43,652 48,707

  未払金 321,016 345,699

  未払費用 65,350 74,353

  未払法人税等 54,243 79,013

  未払消費税等 75,551 62,062

  預り金 15,439 17,787

  前受収益 4,959 4,959

  契約負債 5,281 5,462

  賞与引当金 33,343 54,318

  株主優待引当金 15,559 9,518

  その他 9 89

  流動負債合計 1,059,538 1,157,141

 固定負債   

  社債 300,000 300,000

  長期借入金 1,319,033 1,201,986

  リース債務 136,513 139,090

  長期未払金 107,230 104,150

  資産除去債務 177,303 179,295

  その他 17,078 17,078

  固定負債合計 2,057,157 1,941,600

 負債合計 3,116,696 3,098,742

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 681,296 693,059

  資本剰余金 603,646 615,409

  利益剰余金 323,552 361,928

  自己株式 △2,412 △2,412

  株主資本合計 1,606,083 1,667,985

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 642 1,039

  評価・換算差額等合計 642 1,039

 純資産合計 1,606,726 1,669,024

負債純資産合計 4,723,422 4,767,766
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(2) 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年８月１日
　至 2025年１月31日)

当中間会計期間
(自 2025年８月１日
　至 2026年１月31日)

売上高 3,123,264 3,261,888

売上原価 825,363 834,711

売上総利益 2,297,900 2,427,176

販売費及び一般管理費 ※  2,180,643 ※  2,274,727

営業利益 117,257 152,449

営業外収益   

 受取利息 213 1,339

 受取配当金 177 55

 不動産賃貸料 23,855 23,855

 その他 2,811 2,260

 営業外収益合計 27,057 27,510

営業外費用   

 支払利息 6,057 7,848

 不動産賃貸費用 17,339 17,247

 その他 530 1,351

 営業外費用合計 23,927 26,447

経常利益 120,387 153,512

特別損失   

 固定資産除却損 2,330 12,996

 減損損失 － 33,469

 特別損失合計 2,330 46,465

税引前中間純利益 118,056 107,046

法人税、住民税及び事業税 49,989 59,216

法人税等調整額 △1,815 △22,992

法人税等合計 48,174 36,223

中間純利益 69,882 70,822
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年８月１日
　至 2025年１月31日)

当中間会計期間
(自 2025年８月１日
　至 2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益 118,056 107,046

 減価償却費 94,367 109,130

 減損損失 － 33,469

 受取利息及び受取配当金 △391 △1,394

 支払利息 6,057 7,848

 固定資産除却損 2,330 12,996

 売上債権の増減額（△は増加） 10,847 △34,603

 棚卸資産の増減額（△は増加） △19,360 △4,350

 仕入債務の増減額（△は減少） 33,708 36,326

 賞与引当金の増減額（△は減少） 14,910 20,975

 その他 8,049 40,820

 小計 268,575 328,265

 利息及び配当金の受取額 232 659

 利息の支払額 △6,177 △7,892

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △19,040 △34,519

 営業活動によるキャッシュ・フロー 243,590 286,512

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △137,551 △219,669

 無形固定資産の取得による支出 △8,696 △1,800

 敷金及び保証金の差入による支出 △50 △165

 その他 △1,482 △6,363

 投資活動によるキャッシュ・フロー △147,780 △227,998

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 200,000 －

 長期借入金の返済による支出 △133,424 △123,336

 自己株式の取得による支出 △311 －

 リース債務の返済による支出 △24,692 △24,384

 配当金の支払額 △21,577 △32,408

 財務活動によるキャッシュ・フロー 19,994 △180,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,804 △121,614

現金及び現金同等物の期首残高 1,068,020 1,180,084

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  1,183,824 ※  1,058,470
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【注記事項】

(中間損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。　

 
前中間会計期間
(自　2024年８月１日

　　至　2025年１月31日)

当中間会計期間
(自　2025年８月１日

　　至　2026年１月31日)

給料及び手当 985,554千円 1,041,294千円

賞与引当金繰入額 45,224千円 53,452千円

退職給付費用 10,649千円 10,643千円

地代家賃 203,113千円 206,708千円

減価償却費 73,893千円 90,499千円

水道光熱費 167,724千円 160,337千円
 

 

 
 
 
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。 

 
前中間会計期間

(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)

当中間会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)

現金及び預金 1,240,994千円 1,216,031千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △70,000千円 △170,000千円

預け金 12,830千円 12,438千円

現金及び現金同等物 1,183,824千円 1,058,470千円
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(株主資本等関係)

前中間会計期間(自　2024年８月１日　至　2025年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年９月10日
取締役会

普通株式 21,572 10 2024年７月31日 2024年10月15日 利益剰余金
 

 

２．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
当中間会計期間(自　2025年８月１日　至　2026年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年９月10日
取締役会

普通株式 32,447 15 2025年７月31日 2025年10月14日 利益剰余金
 

 

２．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 
(収益認識関係)

当社の主たる事業は飲食事業であり、収益及びキャッシュ・フローの性質、計上時期等に関する重要な相違はな

いため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)

当中間会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)

　１株当たり中間純利益(円) 32.37 32.71

(算定上の基礎)   

中間純利益(千円) 69,882 70,822

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る中間純利益(千円) 69,882 70,822

普通株式の期中平均株式数(株) 2,158,895 2,164,923
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

2025年９月10日開催の取締役会において、2025年７月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配

当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　32,447千円

② １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　15円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　2025年10月14日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

2026年３月13日

株式会社浜木綿

取締役会  御中

 
監査法人東海会計社

　愛知県名古屋市
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　島　　幸　　一  

 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　国　　光　　大  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社浜木綿

の2025年８月１日から2026年７月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（2025年８月１日から2026年１月31日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社浜木綿の2026年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め

られなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
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められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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